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第 1章 はじめに 

 

 
 

第 2 次松阪市環境基本計画 

 
松阪市環境基本条例第 9条の規定に基づき策定された第 2次松阪市環境基本計画（以下「計画」とい

う。）は、計画期間を 2018(平成 30)年度から 2027(令和 9)年度までの 10 年間としています。 

策定後 5 年を経過する 2022(令和 4)年度に、総合計画や関係計画との整合を図りつつ、また、近年

の脱炭素化の動きの加速化など環境分野における社会情勢の変化に対応するため、喫緊の課題である

地球温暖化対策の強化を中心として、次の 3つの視点により施策や数値目標などの中間見直しを行いま

した。 

 

■ 環境分野における社会情勢の変化を踏まえた見直し 

■ 脱炭素社会（カーボンニュートラル）を見据えた見直し 

■ 現計画の構成を整理し、だれもが理解しやすい見直し 

 

 

 

 

 

  計画の年次報告書 

 
年次報告書は、計画にもとづいた取組の進捗状況、評価、課題・今後の展開をまとめたものです。

これらを把握し点検・評価した結果及び審議会意見を踏まえ、より効果的な施策及び事業が推進でき

るよう改善し計画を着実に推進していくことを目的としています。 

この年次報告書を共有することで、市民、市民団体、事業者、市の協働による取組をさらに推進す

ることを目指すとともに、1 人ひとりが環境に関することを「自分のこと」として捉えていただき、具

体的な行動を起こすきっかけにしたいと考えています。 
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第 2章 分野別ビジョンと施策の進捗状況 

 

 

  分野別ビジョンと環境目標、施策テーマと施策 
 

計画では松阪市が目指す環境像「うるおいある豊かな環境につつまれるまち まつさか」の実現に

向けて、6 つの分野別ビジョンを具体的に示し、12 の施策テーマと 24 の施策を展開しています。 

この年次報告書では、計画に示した各分野別ビジョン及び施策テーマ、施策について令和 5年度の取

組、評価、課題・今後の展開をまとめました。 

 

【環境像、分野別ビジョンと環境目標、施策テーマと施策の概要】 

  

脱炭素社会の構築

施策１ 温室効果ガスの排出削減

脱炭素社会の実現に向けて環境にやさしい生活ができるまち 施策２ 森林吸収源の整備

【環境目標】 テーマ２ 二酸化炭素排出削減対策の推進

 ①温室効果ガス(CO2)排出量 施策１ 再生可能エネルギーの利用促進

 ②J-クレジット制度に基づく造林、間伐によるCO2吸収量 施策２ 省エネルギーの推進

 ③1人1日当たりエネルギー消費量(電気)

ごみの減量化と再利用・再資源化の促進

施策１ ３Ｒの促進

ムダなく資源が循環し、モノを大切にする心を育むまち 施策２ ごみ減量・再資源化の取組の支援

【環境目標】 ごみの適正処理の推進

 ④ごみを減らしたり、ごみを再利用する取組の満足度 施策１ 適切なごみ処理の推進

 ⑤1人1日当たりごみ排出量(集団回収を除く) 施策２ 不法投棄の防止

生物多様性の保全

施策１ 貴重な動植物の生育環境の保護

多様な生き物が暮らすことのできる自然を守り育てるまち 施策２ 里地・里山などの保全

【環境目標】 自然の恵みの持続的な活用

 ⑥森林や河川・海など豊かな自然を守っていく取組の満足度 施策１ 環境と調和のとれた農業の推進

 ⑦地域の特性を生かした農業・水産業の取組の満足度 施策２ 環境に配慮した漁業の推進

豊かな森林環境の保全

施策１ 林業基盤の整備と担い手の育成

人も生き物もおいしく感じる水を守っていくまち 施策２ 地域材の使用促進

【環境目標】 水資源・水辺の保全

 ⑧森林保全や森林資源の活用促進などの取組の満足度 施策１ 河川・海岸の整備・保全

 ⑨生活排水処理施設の普及率 施策２ 生活排水処理対策の推進

生活環境の維持・向上

施策１ 公害の防止

安全で快適かつ、暮らしの中で松阪らしさが感じられるまち 施策２ 快適な生活環境の実現

【環境目標】 景観形成の推進

 ⑩気軽に利用できる憩いの場としての公園や緑地の整備の満足度 施策１ 良好な景観の形成

施策２ 文化財の保護・活用

環境教育・環境学習の推進

施策１ 環境教育・環境学習の充実

20年･30年先の松阪の姿を考え、みんなで協力して行動できるまち 施策２ 関係機関との連携

【環境目標】 テーマ12 環境保全活動の推進

 ⑪三重県環境学習情報センターを活用した環境学習の園児･児童･ 施策１ 協働体制の推進

　 生徒数 施策２ 人材の育成および環境情報の提供

 ⑫各公民館での環境関連講座の受講者数

安全安心、快適な生活環境の創造5

環境教育・環境学習の充実6

2

生物多様性と自然環境の保全3

健全な水循環の確保4

環
境
像
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テーマ３

テーマ４

テーマ５

テーマ６

テーマ７

テーマ８

テーマ９

テーマ10

テーマ11

分野別ビジョンと環境目標 施策テーマと施策

テーマ１
地球温暖化対策の推進1

循環型社会の構築
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分野別ビジョン 1 地球温暖化対策の推進

～脱炭素社会の実現に向けて環境にやさしい生活ができるまち～ 

 

 

 

環 境 目 標 
基準年度 

（平成 28 年度） 
年次報告値 

（令和 5 年度） 
最終目標値 

（令和 9 年度） 

温室効果ガス（CO2）排出量 

※国に合わせて基準年度を平成 25 年度とし、目標年度を令和 12 年度とする。 

1,497,000 ㌧-CO2 
(平成 25 年度) 

1,292,800 ㌧-CO2
（令和 4 年度＊） 

809,000 ㌧-CO2 
(令和 12 年度) 

Ｊ-クレジット制度に基づく造林、間伐による CO2 吸収量 

※制度運用を開始する令和 4 年度から令和 9 年度の累計 
― 1,591 ㌧-CO2 18,000 ㌧-CO2 

1 人 1 日当たりエネルギー消費量（電気） 7.25kWh/人･日 7.11kWh/人･日 基準年度から増やさない 

＊令和 4 年度が最新の数値 

 

 

 

 

■ 行政の取組目標 

 
中間見直し時 

（令和 4 年度） 

年次報告値 

（令和 5 年度） 

最終目標値 

（令和 9 年度） 

公用車の EV 化 0.9% 3.1% 
100% 

（令和 12 年度） 

市の事務・事業による温室効果ガス

排出量の削減 
49089.6 ㌧-CO2 41,250.8 ㌧-CO2 

44,849.0 ㌧-CO2 

（令和 8 年度） 

未整備森林の間伐 174.59 ha/年 205.34 ha/年 250.00 ha/年 

公共施設への太陽光発電の導入 2.6% 2.6% 
50% 

（令和 12 年度） 

公共施設の照明機器の LED 化 3.3% 30.3% 
100% 

（令和 12 年度） 
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施策テーマ 1 脱炭素社会の構築 

（温室効果ガスの排出削減の促進と森林吸収源の整備に取り組みます。） 

 

 

施策① 温室効果ガスの排出削減 
 

● 公用車の更新時に EV導入を図るとともに EV充電設備を整備する 【環境課・財務課ほか】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

令和 5 年 11 月「松阪市公用車の EV 導入基本方

針」（以下「EV 基本方針」）を定め、公用車を新

たに購入又は更新する場合は必ず EV とすること

とし、代替可能な EV がない場合は HV を優先的

に導入することとした。 
 

・EV3 台（累計 4／129 台＊）＊EV 代替可能車数 

《評価》EV 基本方針により、公用車の計画的な EV 化の

推進体制を構築することができた。 

 

《課題・展開》EV の増加に伴う EV 充電設備の整備が課

題であり、公用車 EV 数に応じて必要な充電設備を整

備していく。 

 
● DXの推進により、事務事業から生じる CO2 を削減する 【市政改革課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

「松阪市 DX 推進計画」（令和 4 年 11 月策定）に

おいて、行政手続きのオンライン化、庁内手続き

のオンライン化、ペーパレス化の推進などを具体

的取組として掲げた。 
 

・行政手続きオンライン化 151 件 

・庁内手続きのオンライン化 188／288 件 

＊オンライン化率 65.3% 

・会議のペーパレス化 4／133 件 

＊オンライン化率 3.0% 

《評価》数値目標を定め、目標達成に向けて DX の取組

を推進することができた。 

 

《課題・展開》人にやさしいデジタル化を推進するた

めは、デジタルデバイドに配慮しつつ、できるだけ

多くの市民がデジタル技術を活用できるよう支援し

ていく必要がある。今後は、「松阪市 DX 人材育成方

針」（令和 5 年 7 月策定）を基に職員研修などを進

め、DX をさらに推進していく。 

 

 

施策② 森林吸収源の整備 
 

● J-クレジット制度を活用した森林管理プロジェクトを推進する 【林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

国が進める J-クレジットの発行を受けるため、

市有林等を対象に森林経営計画の変更やモニタリ

ング調査等を実施した。 
 

・クレジット認証 1,591 ㌧-CO2 

《評価》令和 6 年 3 月に松阪市として初めて J-クレジッ

トの認証を受けることができた。 

 

《課題・展開》認証クレジットの販売先の確保や J-クレ

ジットの認知度の向上が課題であるが、引き続き、

CO2 吸収量を数値化し、カーボンオフセット等に活

用することで、脱炭素社会への貢献を図る。 

 

● 環境林づくり協定に基づく間伐を実施する 【林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

公共財として位置づけた環境林の間伐施業等の 《評価》間伐などの環境林整備を実施することで、森
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実施により、森林の持つ多様な公益的機能を促進

している。 
 

・間伐 42.51ha 

林の持つ多様な公益的機能の増進を図ることができ

た。 

 

《展開》環境林づくり協定書に基づき、契約期間であ

る 20 年間、間伐等を実施し、公益的機能の維持増進

を図る。 

 

● 森林経営管理法に基づく未整備森林の間伐を実施する 【林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

国の森林経営管理制度に基づき、10 年以上間

伐が行われていない森林を対象に、市に管理委託

を希望する所有者に対して間伐を実施した。 
 

・間伐 92.98ha 

《評価》計画的に未整備林の間伐を実施した。 

 

《課題・展開》所有者不明森林の増加、境界未確定の

森林の存在、担い手不足等が大きな課題であるが、

今後も未整備森林の解消を進めていく。 

 

 

 

施策テーマ 2 二酸化炭素排出削減対策の推進 
（再生可能エネルギーの利用や省エネルギーの取組を促進します。） 

 

 

施策① 再生可能エネルギーの利用促進 
 

● 設置可能な公共施設に太陽光発電設備および蓄電池の整備する 【環境課・施設担当課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

本庁舎本館等 4 施設に太陽光発電設備及び蓄電

池を設置した。 
 

・本庁舎（太陽光 49.5kW・蓄電池 44.8kWh） 

・子ども支援研究センター（太陽光 47.6kW）＊ 

・ベルファーム（太陽光 52.5kW）＊ 

・飯高振興局舎（太陽光 36.0kW）＊ 

＊蓄電池はいずれも 22.4kWh 

《評価》太陽光発電・蓄電池設備の設置により、CO2

排出量や光熱費の削減、災害時のレジリエンス強化

を図ることができた。 

 

《課題・展開》整備コストのかかる自己所有型から、

PPA 方式やリース方式などによる整備を検討するとと

もに、ペロブスカイト型での設置を検討していく。 

 
● クリーンセンターで発電した電力を公共施設で使用しエネルギーの地産地消を進める 【環境課・清掃施設課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

クリーンセンターで発電した電気を東邦ガスが

全量を買取り、松阪新電力(株)に卸供給し、電気

料金削減効果が得られる施設を中心に電気供給を

行った。 
 

・契約施設数 271 施設（584 契約） 

・発電電力量 21,494,130kWh 

・売電電力量 15,072,078kWh 

・売電金額   233,679,217 円 

《評価》電気料金や CO2 排出量削減しつつ、エネルギ

ーの地産地消を推進できた。 

 

《課題・展開》クリーンセンターの発電電力の供給先

の拡大を検討していくとともに、事業運営の安定

化・効率化を通じて収益を確保し、地域の活性化を

目指していく。 
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● 間伐材を木質バイオマス発電で有効活用する 【林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

木質バイオマス有効活用対策事業費補助金に基

づき、木質バイオマス発電利用を目的とする未利

用間伐材等の運搬を支援した。 
 

・運搬支援 3,593.31 ㌧ 

《評価》未利用間伐材等を木質バイオマスエネルギー

の原料として有効活用できた。 

 

《課題・展開》燃料材としての需要の高まりに伴う安

定供給を図る必要があり、未利用間伐材を有効活用

するための運搬支援は、再生可能エネルギーの利用

促進として効果があるため、引き続き適切に実施し

ていく。 

 

 

施策② 省エネルギーの推進 
 

● 公共施設の照明機器の LED化を進める 【環境課ほか】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

令和 5 年 11 月「公共施設における照明の LED

導入基本方針」（以下「LED 基本方針」）を定め、

2030 年度までに LED 化率 100%を達成するため、

原則としてすべての施設の照明について LED 照

明への切替を行うよう推進した。 
 

・市民センター、公民館等 35 施設（リース方式） 

・本庁舎等 10 施設（工事方式） 

・LED 化施設 66／206 施設（LED 化率 32.0%） 

《評価》LED 照明に切り替えたことにより、電気使用量

及び電気料金の削減、CO2 排出量を削減した。ま

た、リース方式を選択したことで、複数施設を同時

に整備でき、工事方式の約 1/4 のコストで LED 化を実

現した。 

 

《課題・展開》令和 8 年度までに LED 化率 100％をほぼ

達成する見込みである。 

 

● 公共施設への高効率省エネ機器の導入を検討する 【環境課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

公共施設への高効率空調機器の導入について、

工事によるもののほかリース方式による検討を行

った。 

《課題・展開》引き続き、工事方式やリース方式な

ど、複数の調達によるコスト比較などを詳細に行

い、施設に適した調達方法により、高効率空調の導

入を目指す。 

 

● 市広報など多様な媒体を活用して省エネルギーの普及啓発を行う 【環境課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

省エネ意識の醸成を図るため、市広報や市 HP

など多様な媒体を活用して啓発するとともに、環

境フェアなどのイベントにおいて啓発活動を実施

した。 
 

・広報まつさか（8、12 月号） 

・節電啓発懸垂幕、モニター広告の実施 

《評価》第 2 次環境基本計画で定めた「自分のこと化」

を意識した啓発を行うことができた。 

 

《課題・展開》引き続き、省エネ意識の醸成を図るた

め、市民の行動変容につながる啓発を工夫してい

く。 
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分野別ビジョン 2 循環型地域社会の構築

～ムダなく資源が循環し、モノを大切にする心を育むまち～ 

 

 

 

環 境 目 標 
基準年度 

（平成 28 年度） 
年次報告値 

（令和 5 年度） 
最終目標値 

（令和 9年度） 

 ごみ減量やごみを再利用する取組の満足度＊ 3.20 
（平成 29 年度） 

3.19 3.52 

 1 人 1 日当たりごみ排出量（集団回収を除く） 896g/人・日 892g/人・日 
822g/人･日 

（令和 8年度） 
＊松阪市市民意識調査満足度 

 

 

 

■ 行政の取組目標 

 
中間見直し時 

（令和 4 年度） 

年次報告値 

（令和 5 年度） 

最終目標値 

（令和 9 年度） 

3R に関する環境講座の開催 12 回/年 19 回/年 30 回/年 

食品ロスに関する啓発  2 回/年  3 回/年  2 回/年 

ごみの資源化率 10.08%  9.89% 24.00% 

生ごみ堆肥化容器等購入補助制度利用件数 93 件/年 86 件/年 70 件/年 

不法投棄防止のパトロールの実施 36 回/年 95 回/年 24 回/年 
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施策テーマ 1 ごみの減量化と再利用・再資源化の促進 
（循環型地域社会の構築に向けて、3Rの促進や取組の支援を行います。） 

 

 

施策① 3Rの促進 
 

● 分かりやすいごみ分別ガイドブックや 3Rパンフレットなどを作成・配付する 【清掃事業課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

ごみ分別ガイドブックや 3R 啓発用リーフレッ

ト入りごみ袋、啓発冊子「わたしたちのくらしと

ごみ」、ごみの分け方・出し方のリーフレットを

作成・配布した。 

《評価》多くの市民に対し、3R を啓発することで、市

民一人ひとりのごみ減量・資源化に対する意識の向

上と行動変容への取組につなぐことができた。 

 

《課題・展開》ごみ分別ガイドブックを紙媒体から電

子媒体へ変更するなどしてより分かりやすくすると

ともに 3R サポーターや団体の活動を支援していく。 

 
● 3切り運動や 3010運動などの啓発を行い、食品ロスの削減を目指す 【清掃事業課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

3R 推進月間（10 月）に、市広報等で「3 切り

運動」や「3010 運動」を啓発するとともに、夏

休み親子体験講座、出前講座、環境イベント等の

参加者に対して食品ロス削減の啓発を行った。 

令和 5 年度から 3R サポーター（堆肥化グルー

プ）と共催で、小中学校の給食残渣を堆肥化する

出前講座を実施した。 

《評価》廃棄物処理等から発生する温室効果ガス排出

量の削減つながることを子どもたち伝え、食品ロス

削減に係る意識の醸成を図ることができた。 

 

《展開》継続的に教育委員会を通じて小中学校にリー

フレット等を配布し、給食残渣の堆肥化講座を実施

していく。 

 

● 事業系廃棄物の発生の抑制を図る 【清掃事業課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

食品ロス削減を啓発するため、「手前取り啓発

ポップ」や「ミニのぼり旗」を作成し、店舗等に

掲出した。 
 

・手前取り啓発ポップ 7 事業所（700 枚） 

・ミニのぼり旗 10 事業所 

《評価》飲食店や小売店等へ訪問し、食品関係事業者

と連携して事業系食品廃棄物の発生抑制を促す啓発

をすることができた。 

 

《課題・展開》協力事業者の負担をかけることなく啓

発事業の拡大が必要であり、環境イベント等を通じ

て、多くの関係事業者に協力依頼や各店舗における

啓発等の協力を依頼していく。 

 

 

施策② ごみ減量・再資源化の取組の支援 
 

● 生ごみ処理機や容器等の購入に対する補助金を交付し生ごみ堆肥化を促進する 【清掃事業課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

生ごみ処理機等購入補助金を支出した。 
 

・補助金交付 86 件（1,199,300 円） 

《評価》生ごみの堆肥化を推進し、燃えるごみとして

処理される生ごみを長期的かつ継続的に削減するこ
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とで、CO2 発生量の抑制とごみ減量を図った。 

 

《展開》市場動向や市民ニーズ等を勘案し、補助金の

増額や要綱改正等を検討するなどして継続的に支援

していく。 

 
● 市広報などさまざまな媒体を活用してごみの徹底した分別を啓発する 【清掃事業課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

3R 推進月間（10 月）に市広報等での啓発、3R

推進ポスターの表彰・入賞作品の展示、出前講

座、工場見学の際に、ごみ減量・分別・資源化に

ついて啓発に努めた。 

《評価》ごみ減量と 3R を進めていくことや、市民一人

ひとりのごみ減量・分別・資源化に対する意識が向

上し行動変容につなげるための継続的かつ効果的な

啓発ができた。 

 

《展開》ナッジを活用するなど工夫を凝らした手法を

取り入れ、成果・効果がさらに期待できる事業を行

っていく。 

 

● 資源物集団回収活動に係る補助金を交付するなどして資源物集団回収活動を支援する 【清掃事業課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

自治会、子ども会等に対して補助を行い、家庭

における資源物回収でのごみ減量化を推進した。 
 

・申請団体数 285 団体 

・資源物回収量 2,051ｔ 

（うち、古紙類 2,050,497kg、ビン類 755 本） 

《評価》スーパーや小売店等でポイントが貯まる資源物

回収ボックスの設置数が増えてきており、また、集団

回収組織の人員減少等から、資源物集団回収活動によ

る回収量は減少してきている。 

 

《課題・展開》集団回収活動による回収量は減少してい

るものの自治会や子ども会等の活動は支援していく。

また、市民ニーズの検証や時代の要請に応じた事業等

を検討していく。 

 

 

 

施策テーマ 2 ごみの適正処理の推進 

（適切なごみ処理による環境負荷の軽減とごみの不法投棄対策を進めます。） 

 

 

施策① 適切なごみ処理の推進 
 

● 施設の適正な運転・維持管理を徹底し、ごみ処理施設からの有害物質の排出を抑制する 【清掃施設課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

クリーンセンターの焼却処理に係る排出ガスの

常時監視や 2 か月に 1 回の排出ガス測定、最終処

分場における浸出水処理に係る放流水の常時監視

や月 1 回の水質検査を実施した。 

《評価》両施設ともに法定基準値及び協定書基準値以

下とする管理を行うことができた。 

 

《展開》引き続き、常時監視等を行い、周辺地域の環

境保全に努めていく。 
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● 次期最終処分場を整備する 【清掃施設課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

令和 5 年度末までにすべての整備計画用地の取

得を行うように努めた。 
 

・用地取得率 98.3% 

《評価》計画用地取得に不測の日数を要したため、令

和 5 年度末までに整備計画用地の一部が取得できず、

用地取得率 100%を達成することができなかった。 

 

《展開》令和 6 年度上半期までにすべての計画用地を取

得する見込であり、令和 6 年度中に工事発注を行い、

令和 9 年度に新最終処分場の完成を予定している。 

 

 

施策② 不法投棄の防止 
 

● 不法投棄防止の監視パトロールを実施する 【清掃事業課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

業務改善の一環として民間の業務委託から職員

によるパトロールに変更し、広報車による巡回の

ほか、廃棄物の不法投棄の未然防止と早期発見を

目的に監視パトロールを 95 回実施した。 

《評価》年間目標 24 回をはるかに上回るパトロール実

績を上げ、パトロール中における投棄者への声掛け

など効果的な指導を実施することができた。 

 

《課題・展開》投棄者不明の場合が多いため、警察署

と連携しながら土地管理者や自治会等との情報共有

を図る必要があり、警察署等と連携しながらパトロ

ールを実施していく。 

 
● 不法投棄防止看板などによる不法投棄の防止の啓発を行う 【清掃事業課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

広報まつさかや市 HP、松阪ナビ等を活用し、

不法投棄防止の啓発の実施及びナッジ理論を活用

した新たな視点での啓発看板を作成した。 

《評価・展開》従来の啓発に加え、ナッジ理論に基づ

いた不法投棄抑止に係る看板を作成し、人間心理に

訴えて捨てられにくい看板作成等の多角的な啓発を

実施していく。 

 
● 近隣市町・国・県・警察など関係機関と連携した不法投棄防止に取り組む 【清掃事業課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

松阪地域定住自立圏共生ビジョンに基づき、松

阪市、多気町、明和町、大台町の 1 市 3 町が連携

し、不法投棄監視ウィーク期間中のパトロールや

市町境界付近での不法投棄パトロールを計 7 回実

施した。 

《評価》不法投棄パトロールを集中的かつ重点的に行

い、不当投棄の未然防止をすることができた。 

 

《展開》近隣市町や警察署等の関係機関と連携し、情

報収集や手法検討等のあり方を検証するなどして不

法投棄防止の取組を継続していく。 
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分野別ビジョン 3 生物多様性と自然環境の保全

～多様な生き物が暮らすことのできる自然を守り育てるまち～ 

 

 

 

環 境 目 標 
基準年度 

（平成 28 年度） 
年次報告値 

（令和 5 年度） 
最終目標値 

(令和 9 年度) 

森林や河川・海など豊かな自然を守っていく取組の満
足度＊ 

2.98 
（平成 29 年度） 

3.08 3.28 

地域の特性を生かした農業・水産業の取組の満足度＊ 
2.95 

(平成 29 年度) 
3.01 3.25 

＊松阪市市民意識調査満足度 

 

 

 

 

■行政の取組目標 

 
中間見直し時 

（令和 4 年度） 

年次報告値 

（令和 5 年度） 

最終目標値 

（令和 9 年度） 

ムシトリスミレ盗掘防止パトロール 実施 実施 実施 

皆伐跡地への植林面積 10 ha/年 11.06 ha/年 20 ha/年 

獣害対策に係る取組研修 2 回/年 2 回/年 3 回/年 

耕畜連携による堆肥散布面積 292 ha/年 424 ha/年 300 ha/年 

覆砂の実施⾯積 1,600 m2/年 1,850 m2/年 1,600 m2/年 
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施策テーマ 1 生物多様性の保全 

（天然記念物の保護や多様な生物の生息環境の保全に努めます。） 

 

 

施策① 貴重な動植物の生育環境の保護 
 

● 蓮のムシトリスミレ群落やカモシカなど天然記念物の保護に努める 【文化課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

ムシトリスミレの盗掘を防ぐため、関係機関と

協力したパトロールの実施や天然記念物の保護に

努めた。 
 

・パトロールの実施 計 6 回 

《評価》各関係機関と協力したパトロールにより、ム

シトリスミレの盗掘を防止することができた。 

 

《展開》市天然記念物の山茶花の受桟設置に係る費用

の一部を補助することにより保護を図っていく。 

 
●「松阪ネイチャーマップ」の環境学習での活用や、番組紹介による啓発を行う 【環境課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

松阪ネイチャーマップの紹介番組「子どもの自

然体験」を三重県総合博物館の協力により制作

し、行政チャンネル及び市 HP、YouTube で公開

した。 

《評価》「松阪ネイチャーマップ」を活用し、松阪市の

自然を啓発することができた。 

 

《課題・展開》時代の変化やニーズに応じた環境学習

の検討が必要であり、今後は脱炭素社会の実現と関

係のある自然環境の保護を題材とした子どもにも分

かりやすく楽しめる内容の充実を図っていく。 

 

 

施策② 里地・里山などの保全 
 

● 生物多様性の保全、土砂災害の防止、水源のかん養等の多面的機能が発揮できる森林づくりを進める 【林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

土砂流出防備や水源かん養等森林の持つ公益的

機能を高めるための森林整備に努めた。 
 

・間伐 307.54ha 植栽 2.99ha 

《評価・展開》森林整備により、森林の持つ公益的機

能の向上につながった。今後も引き続き、適正な森

林管理に向け、継続的な森林整備を促進していく。 

 
● 特定の有害鳥獣を捕獲することにより農作物被害防止対策を推進する 【農水振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

松阪市鳥獣被害防止計画に基づき、松阪市猟友

会と連携し有害鳥獣捕獲を実施した。 
 

・ニホンジカ 1,747 頭（計画 1,500 頭） 

・イノシシ 211 頭（計画 600 頭） 

《評価》ニホンジカやイノシシ等の個体数調整を図る

ことができた。 

 

《課題・展開》有害鳥獣による農作物被害は、微減傾

向であるが、依然として被害は出ている。防護柵の

設置補助などの被害防除支援、農地周辺の草刈りに

よる緩衝地帯の整備や農作物の廃棄残渣等の誘引物

の適正管理・除去等の取組を推奨していく。 
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施策テーマ 2 自然の恵みの持続的な活用 
（自然環境に配慮した農業・漁業の振興と、安定した生産性の向上などを図ります。） 

 

 

施策① 環境と調和のとれた農業の促進 
 

● 畜産農家と耕種農家が連携した堆肥の活用を推進する 【農水振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

令和 5 年度松阪市農業再生協議会水田収益力強

化ビジョンに基づき、畜産農家が必要とする稲わ

らの安定した供給を図るために、飼料用米を耕作

する農家と利用供給協定を積極的に推進した。 
 

・利用供給協定面積 424ha 

《評価》飼料用米を耕作する農家に対して、積極的に

推進することで目標値を達成できた。 

 

《課題・展開》稲わらを利用する畜産農家の需要に応

えきれておらず、さらなる取組拡大が必要であり、

飼料用米の作付面積の約 75%が耕畜連携しているこ

とから、さらに事業を推進していく。 

 
● 大規模ほ場整備により農業生産基盤を向上させ、農地集団化を促進する 【農村整備課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

寺井地区、北谷地区の県営ほ場整備事業を進め

つつ、新たに山室地区、塚本船江地区でもほ場整

備を実施するための調査及び計画策定を行った。 

《評価》山室地区は事業計画書の策定を、塚本船江地

区は計画のための調査を行い、新たなほ場整備事業

を実施するための事業を推進することができた。 

 

《課題・展開》狭小で不整形な農地では大型機械の導

入が困難であり、荒廃農地の増加の一因となってい

ることから、農業生産性の向上や農業経営の合理化

に向けたほ場整備を推進していく。 

 

 

施策② 環境に配慮した漁業の促進 
 

● 海底耕うんなどにより生育環境を回復し、水質の改善を図る 【農水振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

ヨシ帯の保全や土砂等の整地、清掃活動等を行

い、生育環境や水質の改善を図った。 
 

・ヨシ帯保全等 1.0ha 

・清掃活動 8.9ha 

《評価》ヨシ生育の循環を図り、水質浄化やモニタリ

ング調査結果から魚介類の増加に繋げることができ

た。 

 

《課題・展開》温暖化の影響等によりヨシ帯の生息範

囲が急速に広がり、水質改善活動の拡大が困難な状

況であるが、ヨシ帯の保全や清掃活動を計画的に実

施していく。 
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● 砕石覆砂等により漁業資源の回復を支援する 【農水振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

松阪漁業協同組合及び三重県水産研究所と合同

でアサリの生育環境の整備のために砕石覆砂を行

った。 
 

・砕石覆砂 1,850m2 

《評価》砕石覆砂実施箇所の定期的な定点モニタリン

グ調査の結果、稚貝の定着及び生育が確認できた。 

 

《課題・展開》台風や大雨などの自然災害、地球温暖

化による海水温の上昇等の海洋環境の変化により、

海洋生物に影響が出てきているが、モニタリング調

査結果を注視しつつ、松阪漁業協同組合や三重県水

産研究所と連携して砕石覆砂を主体としたアサリの

生育環境の有効改善に努めていく。 
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分野別ビジョン 4 健全な水循環の確保

～人も生き物もおいしく感じる水を守っていくまち～ 

 

 

 

環 境 目 標 
基準年度 

（平成 28 年度） 
年次報告値 

(令和 5 年度) 
最終目標値 

（令和 9 年度） 

森林保全や森林資源の活用促進などの取組の満足度＊ 2.95 
（平成 29 年度） 

2.95 3.25 

生活排水処理施設の普及率 86.2% 92.4% 
95.9% 

（令和 8 年度） 
＊松阪市市民意識調査満足度 

 

 

 

 

■行政の取組目標 

 
中間見直し時 

（令和 4 年度） 

年次報告値 

（令和 5 年度） 

最終目標値 

（令和 9 年度） 

林道・作業路の舗装 1 路線/年 1 路線/年 1 路線/年 

素材の生産量 51,222 m2/年 40,377 m2/年 57,000 m2/年 

保育園・幼稚園への地域材を使用した製品

の導入 
1 園/年 1 園/年 2 園/年 

河川護岸整備時の環境配慮型コンクリートブロ

ックの使用＊ 
96% 99% 90%以上 

公共下水道の人口普及率＊ 63.1% 63.1% 70.4% 

＊年間の整備延長に対する使用割合 
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施策テーマ 1 豊かな森林環境の保全 
（森林の適正な維持管理を進めるとともに、地域材の積極的な使用を進めます。） 

 

 

施策① 林業基盤の整備と担い手の育成 
 

● 林業経営の安定のため、林道・作業道など林業基盤を整備する 【林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

効率的な林業経営及び森林の適正な管理を推進

するため、林道の開設・コンクリート路面工事、

原材料の支給や重機の提供による林道・作業道の

維持管理に努めた。 
 

・林道の開設工事 1 件 

・コンクリート路面工事 1 件 

《評価》林道の開設、路面工事、原材料の支給や重機

の提供による林道・作業道の維持管理により、効率

的な林業経営及び森林の適正な管理を図ることがで

きた。 
 

《展開》引き続き、林道の開設工事や路面舗装、林

道・作業道の維持管理を実施し、林業基盤の整備を

図っていく。 

 
● 林業関係団体を支援し、林業後継者など担い手の育成に努める 【林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

林業労働者退職金共済掛金補助金により、飯

南・飯高地域における林業事業所の林業労働者の

雇用安定、及び林業振興を図るため、林業労働者

退職金掛金に対する補助を実施した。 
 

・6 事業所（22 人分） 

《評価》飯南・飯高地域における林業事業所の林業労

働者の雇用安定及び林業振興を図ることができた。 

 

《課題・展開》厳しい労働条件の緩和や雇用の確保が

課題となっており、雇用の安定のため、退職金共済

掛金の一部を支援していく。 

 

 

施策② 地域材の使用促進 
 

● 地域材を活用した木造住宅の建築を促進する 【林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

顔の見える松阪の家づくり推進協議会と連携し

た取組や地域材利用に向けた協議やSNS等による

情報発信により、松阪の木を使用した新築木造住

宅の建築につなげた。 
 

・住宅 12 棟 

《評価》地域材利用に向けた協議や SNS 等による情報

発信により、顔の見える松阪の家づくり推進協議会

の取組を広く周知することができ、地域材活用への

理解が深まった。 

 

《展開》地域材を活用した木造住宅や木材利用の推進

は、市内製材工場等の活性化だけでなく、森林の有

する多面的機能の増進と、積極的な林業経営に向け

た森林整備の促進につながるため、引き続き、協議

会等と連携した取組を進めていく。 

 
● 森林施業の集約化と架線集材の推進により素材生産の増大に取り組む 【林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

認定林業事業体等による森林の集約化及び架線 《課題・展開》素材生産量の増進のため、未整備森林
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集材の推進を実施した。 
 

・森林の集約化 337.86ha  

・素材生産 40,337 ㌧ 

の解消が必要であり、森林施業の集約化及び架線集

材の推進を図り、素材生産量増大に向けた事業を実

施していく。 

 
● 林業支援センターを中心として、製材品の販路拡大に取り組む 【林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

林業・木材産業の活性化を図るため、市内製材

品の販路・利用拡大を推進した。 
 

・松阪の木を使用の新築木造住宅への支援 59 棟 

・松阪の木の使用材積 823.9 m2 

《評価》工務店、建材店等へ利用提案し、松阪の木を

使用した住宅建築の促進することで地域材の需要が

拡大できた。 

 

《展開》市内製材品の特性を踏まえつつ、製材工場や

製品市場等との情報共有を密にし、出荷圏の広域化

や新たな出荷先の確保に向けた取組を進めていく。 

 
● 公共施設に地域材使用製品の導入を推進する 【こども未来課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

こども園に地域産木材を使用した木製備品

（机・椅子）を導入した。 

《評価》地域産材の利用促進や子どもたちへの木育を

通した豊かな心を育むことができた。 

 

《展開》計画的に老朽化した木製机・椅子を取換えて

いく。 

 

 

 

施策テーマ 2 水資源・水辺の保全 
（河川や海岸の整備、生活排水処理施設の充実により河川等の保全に取り組みます。） 

 

 

施策① 河川・海岸の整備・保全 
 

● 周辺の環境に調和した河川の護岸整備に努める 【土木課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

山下川河川改修工事及び甚太川河川改修工事に

ついて合計整備延長 74.6m に対し、環境配慮型コ

ンクリートブロックを使用した整備延長を 74.4m

実施した。 
 

・環境配慮型コンクリートブロック使用率 99% 

《評価》環境配慮型コンクリートブロック使用率 90%

以上を達成でき、景観や生物環境に配慮した整備を

行うことができた。 

 

《課題・展開》現場によっては環境配慮型コンクリー

トブロックを使用できない場合があるが、環境配慮

型製品については積極的に使用していく。 

 
● 自然環境や生態系に配慮した漁港海岸施設の維持管理を図る 【農水振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

 漁港機能保全計画に基づき、漁港施設の改修を 《評価》環境に配慮した工事の実施、環境汚染の少な
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実施し、海水汚染や汚濁の防止に努めた。また、

工事作業中は、汚濁防止フェンスを設置し、原材

料は汚染の少ない素材を使用した。 

い原材料を使用することができた。 

 

《課題・展開》環境に配慮した工事であっても魚介類へ

の影響に対する懸念があることから、漁業関係者の理

解に努める。なお、漁港機能保全計画に基づく漁港整

備は令和 6 年度をもって終了するが、今後の漁港施設

の保全のため、環境に配慮した工事を行っていく。 

 

●「川と海のクリーン大作戦」など市民参加の清掃活動を促進する 【建設総務課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

松阪市や国土交通省三重河川国道事務所等が呼

びかけ、松名瀬海岸、高須海岸、中村川での清掃

活動を実施した。 
 

・松名瀬海岸 230 名 

・高須海岸 23 名 

・中村川 46 名 

《評価》清潔な河川・海岸を保持し続けるために、国

や県、地域住民と協力した清掃活動をすることがで

きた。 

 

《展開》松名瀬海岸での清掃活動は参加者の確保や清

掃活動の効率化のため、民間事業者の清掃活動と併

せて実施していく。 

 

 

施策② 生活排水処理対策の推進 
 

● 公共用水域の水質保全のため、生活排水処理施設の整備・維持管理に努める 【下水道建設課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

 令和 5 年度末の処理区域面積は 2,218.1ha で前

年度末と比べ 85.8ha 増加、処理区域内人口は

98,904 人と、前年度末と比べ 2,248 人増加した。

人口普及率63.1%となり、前年度から 2.0%上昇し

た。 

《評価》公共下水道の整備や大型団地の集中浄化槽を

公共下水道に接続するなど計画的に整備でき、市民

の快適で安全安心な暮らしを支えることができた。 

 

《課題・展開》建設資材等の価格高騰が事業の進捗に

影響しており、令和 7 年度以降は、雨水管渠整備費の

増加に伴い、年度当たりの整備面積が減少する見込

みであるが、引き続き水洗化率の向上と計画的な公

共下水道の整備を進めていく。 

 
● 合併処理浄化槽設置補助金を交付し、合併処理浄化槽の設置を促進する 【下水道建設課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

松阪市浄化槽設置整備事業補助金にくみ取り便

槽撤去費用に係る補助を対象に加えて交付した。 
 

・補助金交付 12 件 

《評価》くみ取り便槽撤去費用に係る補助を対象に加

えたことにより、くみ取り便槽の撤去が促進され、

水洗化率向上を図ることができた。 
 

《課題・展開》補助金申請件数が減少傾向であるが、

広報等による周知を行い、合併処理浄化槽設置転換

の促進に努めていく。 
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分野別ビジョン 5 安全安心、快適な生活環境の創造

～安全で快適かつ、暮らしの中で松阪らしさが感じられるまち～ 

 

 

 

環 境 目 標 
基準年度 

（平成 28 年度） 
年次報告値 

（令和 5 年度） 
最終目標値 

（令和 9 年度） 

気軽に利用できる憩いの場としての公園や緑地
の整備の満足度＊ 

3.00 
（平成 29 年度） 

3.10 3.30 

＊松阪市市民意識調査満足度 

 

 

 

 

■行政の取組目標 

 
中間見直し時 

（令和 4 年度） 

年次報告値 

（令和 5 年度） 

最終目標値 

（令和 9 年度） 

大気汚染の環境基準 
大気汚染 4/5 

有害大気汚染 4/4 
大気汚染 4/5 

有害大気汚染 4/4 
適合 

市民 1 人当たりの都市公園面積 0.09 m2/年 0.1 m2/年 0.1 m2/年上乗せ 

住民 1 人当たりの公共交通年間利

用回数 
6.56 回/人 7.16 回/人 8.0 回/人 

景観絵画コンクールの参加人数 867 人/回 1,076 人/回 600 人/回 

景観重点地区の指定 4 地区 4 地区 5 地区 
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施策テーマ 1 生活環境の維持・向上 
（公害の監視や都市公園の整備など生活環境の充実に取り組みます。） 

 

 

施策① 公害の防止 
 

● 騒音・振動・悪臭について、必要に応じた立入調査、規制・指導を行う 【環境課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

法律や条例の規定に応じて現地確認を行うとと

もに、法令等の要件に該当しない場合であっても

状況に応じて丁寧かつ柔軟な対応を行った。 

《評価》法令等の要件に該当しない案件は、状況を確

認しながら丁寧に対応することで、効果的な指導を

行うことができた。 
 

《課題・展開》土地の転用等により地域の生活条件が

変わるなど法令等の要件に該当しない案件が増えて

いるため、より丁寧な対応が必要であり、今まで以

上に丁寧な対応を心掛けながら対応していく。 

 
● 三重県公害事前審査制度の活用など公害防止協定の締結による公害の防止・監視に努める 【環境課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

公害防止協定に基づく調査報告書の確認及び精

査を行うことで、公害の防止・監視に努めた。 

《評価》協定に基づき、適切に業務が履行できた。 
 

《課題・展開》公害防止協定の締結から相当の年数が

経過しているため、基準値の見直しを行う必要があ

るが、環境に著しい影響を与えることのないよう監

視を続けていく。 

 
● 三重県と連携して大気汚染や水質汚濁の公害防止に努める 【環境課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

三重県松阪地域防災総合事務所環境室と連携

し、必要に応じて立入調査・指導を行うことで、

大気汚染や水質汚濁の公害防止に努めた。 

《評価》必要に応じた立入調査等により、大規模な大

気汚染や水質汚濁等を未然に防ぐことができた。 
 

《課題・展開》法令等の要件に該当しない事案であっ

ても適切に指導を行い、環境の改善を図っていく。

また、市単独で解決できない案件については、三重

県などと連携して対応していく。 

 

 

施策② 快適な生活環境の実現 
 

● 総合運動公園や都市公園などの緑地を整備する 【土木課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

10 の都市公園を新しく供用開始した。また、

すべての公園の点検調査を行い、公園施設長寿命

化計画を完成した。 

《評価》新たな都市公園の整備、既存公園の適正な緑

地の整備を行うことができた。また、維持管理経費

の縮減や老朽化に対する安全対策など、計画的な継
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続管理を行うための方針を立てることができた。 

 

《課題・展開》小規模公園に健康遊具の設置などを検

討し、市民が安心して利用できる公園整備に努め、

遊具などの施設管理や日常の清掃等必要な維持管理

に努めていく。 

 

● 花種や苗木などの配布や公共施設の樹木などの適正管理により緑化を推進する 【林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

公共施設等への植栽、藤棚剪定等の手入れや緑

化用苗木配布を行った。 
 

・植栽 3 件、藤棚剪定等 15 箇所 

《評価》公共施設への植栽や藤棚剪定等による緑化の

推進や緑化啓発などにより、地域の緑化に貢献する

ことができた。 

 

《展開》公共施設の緑化は多くの市民の目に留まるた

め啓発効果が高く、引き続き緑化を推進していく。 

 
● 犬・猫の去勢・避妊手術費の助成など、適正な飼養と愛護意識の向上に努める 【環境課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

犬・猫の去勢避妊手術に要する費用の一部を補

助した。 
 

・補助金交付 1,100 件 

《評価》去勢避妊手術費の助成により、適正な飼養と

愛護意識の向上を図ることができた。 

 

《課題・展開》多頭飼育崩壊に関する事案があること

から犬や猫との関わり方を学ぶ啓発を行っていく。 

 

● 環境にやさしい公共交通機関の利用を促進するとともに乗車率向上のための啓発を行う 【商工政策課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

バス運賃無料デーを開催し、公共交通機関の利

用促進のための啓発を行った。 
 

・利用者 3,868 人 

（通常同曜日との比較 2,767 人増） 

《評価》バス運賃無料デーは通常日と比較して約 3.5 倍

の利用があり、普段バスに乗らない人も乗車しても

らうきっかけ作りになった。 

 

《課題・展開》公共交通機関の利用者数は年々増加傾

向にあり、様々な利用促進啓発を実施していく。 

 

 

 

施策テーマ 2 景観形成の推進 
（特色ある景観や歴史的建造物の保全・活用に取り組みます。） 

 

 

施策① 河川・海岸の整備・保全 
 

● 重点地区の歴史的なまちなみ景観の保全に努める 【都市計画課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

景観重点地区の歴史的なまちなみ景観を次世代 《評価》歴史的なまちなみ景観の保全に向けて、補助
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に継承できるよう景観保全に努めた。 金制度の PR を行い、制度の活用を促進することがで

きた。 

 

《展開》引き続き、歴史的建造物の滅失を防ぎ、歴史

的価値を高めていく。 

 
● 一定規模以上の建築等の行為に対する届出制度を運用して美しい景観の保全に努める 【都市計画課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

景観法及び松阪市景観計画（令和 5 年 4 月 1 日

改正）に基づく届出制度を実施した。 

 

《評価》届出制度の運用を通じて、良好な景観形成を

図るとともに美しい景観の保全に努めることができ

た。 

 

《展開》今後も適切な景観誘導を行い、歴史的景観や

豊かな自然景観の保全に努めていく。 

 
● 良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危険防止のため屋外広告物の規制・誘導を行う 【都市計画課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

良好な景観に調和したまちづくりを推進するた

め、屋外広告物に一定の規制を設け、まちなみの

美観・風致の維持向上に努めた。 

《評価》三重県屋外広告物条例に基づく適正な屋外広

告物の許可を行い、広告主や設置者への継続的な指

導を行うことができた。 

 

 

施策② 文化財の保護・活用 
 

● 指定文化財などの保存・保護に取り組む 【文化課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

指定文化財の保存・保護にかかる費用の一部を

補助した。 
 

・指定文化財 5 件 

《評価・展開》適切に、指定文化財の保存・保護を図

ることができた。今後も引き続き、指定文化財の保

存・保護に取り組んでいく。 

 
● 指定文化財などを生かして地域の活性化を図る 【文化課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

御城番屋敷の生垣剪定に対する補助のほか、旧

長谷川治郎兵衛家庭園の樹木剪定を実施した。 

《評価》生垣の保存や樹木剪定により特色ある景観を

保全・活用し、指定文化財を生かした地域活性化を

図ることができた 
 

《展開》引き続き、文化財の特色ある景観の保存・保

護に取り組み、地域活性化を図る。 
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分野別ビジョン 6 環境教育・環境学習の充実

 

 

 

 

環 境 目 標 
基準年度 

（平成 28 年度） 
年次報告値 

（令和 5 年度） 
最終目標値 

（令和 9 年度） 

三重県環境学習情報センターを活用した環境学
習の園児･児童･生徒数 1,001 人 759 人 

1,000 人 
（累計 10,000 人） 

各公民館での環境関連講座の受講者数 103 人 119 人 
150 人 

（累計1,500人） 

 

 

 

 

■行政の取組目標 

 
中間見直し時 

（令和 4 年度） 

年次報告値 

（令和 5 年度） 

最終目標値 

（令和 9 年度） 

清掃 3 施設＊の施設見学者数 2,120 人/年 2,501 人/年 2,500 人/年 

「松阪市学校環境 ISO」の認定更新 
すべての市立 

幼稚園・小中学校 

すべての市立 

幼稚園・小中学校 

すべての市立 

幼稚園・小中学校 

松阪市 3R サポーター研修会 3 回/年 3 回/年 3 回/年 

脱炭素啓発事業への参加者 55 人/年 60 人/年 100 人/年 

環境に関する情報発信 14 回/年 15 回/年 15 回/年 

＊リサイクルセンター、クリーンセンター、最終処分場 
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施策テーマ 1 環境教育・環境学習の推進 
（子どもたちだけでなく、多くの世代に環境について学習する機会を提供します。） 

 

 

施策① 環境教育・環境学習の充実 
 

● 松阪市版の学校環境 ISOの取組である学校エコチャレンジを実施する 【学校支援課・こども未来課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

13 幼稚園が松阪市学校環境 ISO 実施要綱に基

づいて、各園の環境に合わせて目標を立て、環境

保全行動を実施した。（こども未来課） 

 

環境保全行動を宣言し、行動計画を教職員や児

童・生徒が立案し、積極的に行動、点検、見直し

を行うシステムを構築する小学校及び中学校を学

校環境 ISO として認定した。（学校支援課） 
 

・小学校 36 校 中学校 11 校 

《評価》学校環境 ISO を実施することで、職員の意識が

高まり、園によって特色ある活動をすることができ

た。また、学校環境デーを中心とした時期に、家

庭・地域等と連携した創意工夫ある積極的な取組を

することができた。 

 

《課題・展開》家庭生活や学校生活の中にある身近な

環境問題に意識を向け、自らの行動に移していける

よう実践力を培う環境教育へと充実を図っていく。 

 
● 園児が環境に関心を持ち、行動に移す力がつくような保育に取り組む 【こども未来課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

三重県環境学習情報センターに依頼し、歌や体

操等を通してリサイクル方法の学習やごみ分別を

実際に体験する取組を実施した。 
 

・実施園 8 

《評価》子どもたちになじみやすい歌や体操を用いる

ことで、環境問題に関心や興味を持ち、行動変容に

つなげることができた。 

 

《展開》引き続き、保育事業の一環として体験を通じ

た環境意識を高めていく。 

 
●親子環境学習会や森林環境教育などの環境講座を実施する 【環境課・林業振興課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

市内の小学 4～6 年生を対象とした親子環境学

習会(エネルギーの“創・蓄・省”ソーラーライト作

り)を実施した。（環境課） 
 

・参加者 24 名（講師：パナソニック（株）エレ

クトリックワークス社） 

 

市内 2 小学校の児童を対象に森林環境保全や森

林整備についての森林環境学習を実施した。（林

業振興課） 

《評価・展開》参加者アンケートから、環境に対する

意識が向上したと回答があり、カーボンニュートラ

ルへの理解を深めることができた。今後も、カーボ

ンニュートラルをテーマとした学習会を開催してい

く。（環境課） 

 

《評価・展開》計画どおり 2 校の小学校児童を対象に実

施し、森林の持つ機能や木材の特性など森林づくり

への理解を深めることができた。今後も継続して森

林環境学習を展開していく。（林業振興課） 
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施策② 関係機関との連携 
 

● 三重県環境学習情報センターと連携して環境学習の充実に努める 【環境課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

三重県の間伐材の利用や森林に関する学習会を

実施した。 
 

・参加者 9 名 

（講師：三重県環境学習情報センター) 

《評価》間伐材の利用や国産材への理解を深めること

ができた。 
 

《課題・展開》現在は、三重県環境学習情報センター

の学習会プログラムに脱炭素をテーマとした学習会

がないため、センターに働きかけるなどして脱炭素

をテーマとした学習会の開催を展開していく。 

 
● 三重県や環境団体などと情報共有を図り、連携を強化する 【環境課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

三重県地球温暖化防止活動連絡調整会議との連

携や、三重県地球温暖化防止活動推進センターが

主催するみえ環境フェアへの出展を通じて、三重

県や出展団体などと情報共有を図り、連携強化に

努めた。 

《評価》三重県などと連携を深めることで、情報の共

有や脱炭素化に関する動向等を把握することができ

た。 
 

《展開》三重県との連携やみえ環境フェアへの出展な

どを通して積極的に環境団体などと情報共有を図

り、連携を強化していく。 

 

 

 

施策テーマ 2 環境保全活動の促進 
（多様な主体が協働した環境保全活動の活性化、協働体制の充実に取り組みます。） 

 

 

施策① 協働体制の推進 
 

● 松阪市環境パートナーシップ会議などを通じ環境にやさしい行動の啓発に取り組む 【環境課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

10 月に開催した「まつさか環境フェア」（環境

パートナーシップ会議主催）では、13 の事業者

によるブースの出展があったほか、環境課は脱炭

素意識の醸成を図るため、はじめてデジタルスラ

ンプラリーを実施した。 
 

・来場者 3,500 人 

・出展事業者 13 団体 

・デジタルスタンプラリー参加者 85 人 

《評価》第 2 次松阪市環境基本計画で定めた「自分のこ

と化」を意識した啓発をすることができた。 

 

《課題・展開》より多くの市民の関心を集め、脱炭素

意識の醸成に資する啓発を実施していく。 

 
● 松阪市 3Rサポーターを育成し、活動を支援する 【清掃事業課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

松阪市 3R サポーターによる学校での給食残渣 《評価》3R サポーターの活動に対する支援や協働によ
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の堆肥化講座をはじめ、綿を栽培して松阪木綿を

作製する出前講座等を通じて、子どもたちにごみ

減量とリサイクルの大切さを啓発し、かつ本市に

ゆかりのある綿から資源化を実現できることを学

習した。また、市内の小中学校で堆肥化講座やリ

サイクル講座を開催した。 
 

・小学校 2 校 中学校 1 校 

り、市民や市民団体、事業所及び行政が一体となっ

て活動することができた。 

 

《展開》引き続き、3R サポーターの積極的な登録募

集、PR をしつつ活動支援をしていく。 

 

 

施策② 人材の育成及び環境情報の提供 
 

● 住民自治協議会が行う環境活動などを広く発信するなどして環境意識の醸成を図る 【地域づくり連携課】  

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

多くの住民自治協議会が、美化活動、川の清掃

活動、クリーン作戦、海岸ごみゼロ清掃活動、川

の一斉清掃といった地域の環境保全活動を実施し

た。 

《評価》地域計画や事業計画に基づいた継続した活動

や地域の行事として実施することで幅広い世代が参

加することができた。 
 

《展開》地域づくり活動が継続できるよう、住民自治

協議会の活動を支援していく。 

 

● 市広報などさまざまな情報伝達手段を活用し、環境に関する情報を発信する 【環境課】 

令和 5 年度の取組 評価、課題・今後の展開 

子ども向けの環境イベントの実施や、様々な情

報伝達手段を活用し、脱炭素化に関する啓発を実

施した。 
 

・まつさか環境フェア 

・緑のカーテン育て方講座 

・夏休み親子環境学習会 

・バイオマス・スタディツアー 

・みえ環境フェア 

・環境月間における啓発物品配布 

・広報まつさか、SNS などでの情報発信 

《評価》環境イベント参加者からは高い評価を得るこ

とができた。 
 

《課題・展開》効果的な環境イベントの実施、参加者

の確保等が課題であるが、引き続き、市民の脱炭素

化意識の醸成、環境保全意識の醸成に資する啓発活

動を実施していく。 
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